
第６次小樽市総合計画の概要
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　　　　   にぎわいと活力のあるまちづくり
　　　　   健康で安心して暮らせるまちづくり

基本構想 （平成20年10月２日議決） 目標年次：平成30年度 基 　本 　計 　画 計画期間：平成21(2009)年度～30(2018)年度

計画の性格
　基本計画は、基本構想に掲げた将来都市像『歴史と文化が息づく 健康、にぎわい、協働のまち』の実現に向け、基本構想に示した施策の
展開方向に沿って、その具体的な施策の進め方や主な事業を明らかにするもので、実施計画の基本となるものです。
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戦略１）　「情報発信の強化」　による元気づくり

戦略２）　「観光波及効果の拡大」　による元気づくり

戦略３）　「産業活動の活性化」　による元気づくり

戦略４）　「人のふれあい促進」　による元気づくり
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市政運営３つの基本姿勢

土地利用・地区
別発展方向

　　１）学校教育・・・・・・・・・・・・・確かな学力の育成、豊かな心の育成、健やかな体の育成、信頼にこたえる学校づくり　など
　　２）社会教育・・・・・・・・・・・・・生涯各期における学習機会の充実、地域学習活動の推進、図書館・総合博物館・文学館・美術館の利活用
　　３）文化・芸術・・・・・・・・・・・・文化芸術活動の振興、発表や鑑賞機会の充実、文化財などの保護と活用
　　４）スポーツ・レクリエーション・・・・生涯スポーツの普及と振興、スポーツ団体等の育成と強化、施設の整備と有効活用
　　５）青少年・・・・・・・・・・・・・・地域活動団体への支援とリーダーの養成、見守り育てる環境づくり、放課後や週末の子どもの居場所づくり　など

　　１）地域福祉・・・・・・・・・・・・・地域福祉活動の推進、福祉意識の啓発・高揚、バリアフリーの推進
　　２）子育て支援・・・・・・・・・・・・子育て支援の推進、保育サービスの充実、ひとり親家庭への支援
　　３）高齢者福祉・・・・・・・・・・・・生きがいづくりの推進、生活支援の充実
　　４）障がい者福祉・・・・・・・・・・・自立と社会参加の支援、生活支援の充実、療育と発達支援の充実
　　５）保健衛生・・・・・・・・・・・・・保健予防策の充実、健康危機管理体制の整備、食と生活環境の安全確保
　　６）地域医療・・・・・・・・・・・・・良質で安全な医療の提供、救急医療体制の充実、市立病院の改革・再編
　　７）男女平等参画社会・・・・・・・・・男女平等参画社会の実現に向けた意識の改革、あらゆる分野への男女平等参画の促進､働きやすい環境づくり　など

　　１）農林業・・・・・・・・・・・・・・農業経営基盤の強化、都市住民に親しまれる農業の推進、森林環境保全の推進
　　２）水産業・・・・・・・・・・・・・・資源管理型漁業の推進、漁業基盤等の整備、水産物の消費と販路拡大
　　３）商業・・・・・・・・・・・・・・・小売業の振興、卸売業の振興、卸売市場の機能充実
　　４）工業・企業立地・・・・・・・・・・地場企業の経営基盤の強化、ものづくり産業の活性化と競争力強化、地場製品の販路拡大と新たな市場開拓　など
　　５）観光・・・・・・・・・・・・・・・時間消費型観光への移行、受入体制の整備・充実、観光客誘致の推進
　　６）港湾・・・・・・・・・・・・・・・物流等の活性化、まちづくりとの連携、石狩湾新港との連携
　　７）雇用・労働・・・・・・・・・・・・雇用の場の確保、就業の支援、職業能力などの開発・向上、労働環境の整備
　　８）国内・国際交流・・・・・・・・・・観光客との交流拡大、国内外との経済交流の推進、姉妹都市等との都市間交流の推進、など

　　１）環境保全・・・・・・・・・・・・・温暖化対策の推進、環境意識の高揚、生活環境の保全、人と自然との共生
　　２）循環型社会・・・・・・・・・・・・３Ｒの推進、ごみ・資源物の適正処理、し尿などの適正処理
　　３）公園・緑地・・・・・・・・・・・・緑の保全、公園・緑地の整備、緑化の推進
　　４）都市景観・・・・・・・・・・・・・歴史的建造物の保全、まちなみ景観の創出、自然景観等の保全、市民との協働による景観形成

　　１）上下水道・・・・・・・・・・・・・水の安全供給と下水道の接続促進、上下水道施設の改築更新、事業経営の効率化と市民サービスの向上　など
　　２）道路・河川・・・・・・・・・・・・道路の整備、河川の整備等
　　３）住宅・・・・・・・・・・・・・・・快適な民間住宅の誘導、安全で良質な住宅地の形成、市営住宅の整備・活用、まちなか居住の推進　など
　　４）除排雪・・・・・・・・・・・・・・効率的な雪対策の充実、市民との協働による雪対策の推進、雪たい積場等の拡充
　　５）市街地整備・・・・・・・・・・・・中心市街地の整備、周辺市街地の整備、新幹線を活用したまちづくりの検討
　　６）交通・・・・・・・・・・・・・・・都市内交通の充実、広域交通ネットワークの拡充
　　７）防災・危機管理・・・・・・・・・・防災対策の推進、災害応急活動体制の確立、国民保護措置の実施体制の確立
　　８）消防・・・・・・・・・・・・・・・消防体制の整備、火災予防対策の充実、救急救助体制の充実、消防団の活性化
　　９）生活安全・・・・・・・・・・・・・交通安全の推進、防犯活動の推進、消費生活の安定と向上

１ 心豊かに学び、地域文化をはぐくむまち（生涯学習）

２ ともに支え合い、安心して健やかに暮らせるまち(市民福祉）

３ 安全で快適な住みよいまち(生活基盤）

４ 人・もの・情報が交流する活力あるにぎわいのまち(産業振興）

５ 自然とまちなみが調和し、環境にやさしいまち(環境保全)
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